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最上川水系河川整備計画（大臣管理区間）を変更しました

国土交通省東北地方整備局では、平成25年7月洪水、平成26年7月
（ ）洪水と2年連続で最上川中・上流 最上地域・村山地域・置賜地域

において浸水被害が発生したこと、平成27年9月の関東・東北豪雨
により水防災意識社会を再構築する取り組みを行うこと、並びに整
備計画策定後15年が経過し、社会情勢の変化・法律改正及び答申を
踏まえ、最上川水系河川整備計画（大臣管理区間）を変更（平成30
年1月5日）しましたのでお知らせいたします。

◇ これまでの経緯
平成14年11月 最上川水系河川整備計画（大臣管理区間）策定

「 」 、 （ ）◇ 最上川水系河川整備計画 の変更にあたっては 河川 治水・利水・環境等
に関する有識者を委員とした 「最上川水系流域委員会」において意見を伺いま、
した。併せて、山形県知事から意見を伺いました。

◇ さらに、はがき、ＦＡＸ、インターネット等を通じたパブリックコメントを
行い、地域の意見を本計画に反映するための取り組みを実施しました。

「 （ ）」 、※ 最上川水系河川整備計画 大臣管理区間 の本文や山形県知事からの意見は
山形河川国道事務所の下記ホームページのアドレスよりご覧いただけます。

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/〈山形河川国道事務所のホームページ〉
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問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所
０２３－６８８－８４２１（代表）TEL

副所長（河川） 水越 崇 （内線２０４）
み ず こ し たかし

調査第一課長 小出 博 （内線３５１）
こ い で ひろし



◆整備計画変更の背景

「最上川水系河川整備計画」は、河川法第16条

に基づき、平成11年12月に策定された「最上川水

系河川整備基本方針」に沿って、当面実施する河

川工事の目的・種類・場所等の具体的事項を示す

法定計画として平成14年11月に策定され、これま

で、治水・利水・環境における目的が総合的に達

成できるよう河川整備を実施してきました。

平成23年3月11日、東日本大震災（三陸沖を震

源とする東北地方太平洋沖地震）が発生したこと

を受け、最上川流域でも、本計画に地震、津波に

関する対応を明記する必要があります。

また、平成25年7月洪水、平成26年7月洪水と2

年連続で最上川中・上流において浸水被害が発生

（最上地域・村山地域・置賜地域）したこと、

平成27年9月関東・東北豪雨により水防災意識社

会を再構築する取り組みを行うこと、並びに整備

計画策定後15年が経過し、社会情勢の変化・法律

改正及び新たな答申を踏まえ本計画の変更を行う

ものです。

最上川水系河川整備計画（変更）の経緯

最上川水系河川整備基本方針の決定（平成11年12月）

最上川水系河川整備計画の策定（平成14年11月）整備計画策定

最上川水系河川整備計画の変更（平成30年1月） 整備計画変更

平成27年9月関東･東北豪雨発生

（水防災意識再構築の取組）

平成23年3月11日
東日本大震災発生

平成25年7月、平成26年7月洪水

最上川中・上流部で浸水被害発生

◆最上川水系 河川整備計画の変更方針

※計画策定後、15年間の社会情勢の変化、
法律改正及び新たな答申等

最上川水系河川整備計画の変更経緯



①整備計画策定以降に具体化した治水対策の反映

②整備計画策定以降の施策に対応した整備計画本文への反映

③その他の事項の見直し

最上川水系河川整備計画【変更】のポイント

最上川水系河川整備計画【大臣管理区間】の主な変更内容について

●整備方針が具体化した治水対策箇所の明記

施工の制約が多い山間地の狭隘部等、住民との合意形成を図りつ
つ、地域特性及び地区毎のバランスに配慮した浸水対策を検討し、
実施します。また、地域と一体となった防災活動を進めるため、関係
機関と連携し、水防活動、避難活動等の防災拠点を整備します。

①整備計画策定以降に具体化した治水対策の反映

【最上川中流部 堤防整備概念図】

輪中堤 平面イメージ

②輪中堤整備イメージ

①連続堤整備イメージ

比較的広範囲な無堤地区に点在する家屋に対して緊急的に浸水
被害から守るため、地形特性を生かして輪中堤の整備を行う。

上下流バランスに配慮し、一定規模の洪水に対して、家屋を浸水
被害から守るため、計画堤防法線上で段階的に堤防を嵩上げする。

連続堤 平面イメージ

輪中堤 横断イメージ

連続堤 横断イメージ

②整備計画策定以降の施策に対応した整備計画本文への反映

●近年の社会情勢の変化を反映した内容の充実
大規模災害（H24.7九州北部豪雨、H27.9関東東北豪雨）を踏まえたハード対策(堤防の質的整備、危

機管理ハード対策)について「実施に関する事項」の記載内容追加・変更します。
「河川津波対策について（H23.9）」、「水防法改正（H23.12）」等の施策を踏まえ、大規模地震への対応

に関する「目標に関する事項」の明記、「実施に関する事項」の記載内容の充実します。
「水防法改正（H27.5）」、「水防災意識社会再構築ビジョン（H27.12）」等の法律改正や施策を踏まえ、

「最上川大規模氾濫時の減災対策協議会」を設立し、地域と連携して減災に係わる取り組みを実施して
いくことや超過洪水への対応等に関する「目標に関する事項」の明記、「実施に関する事項」の記載内
容の充実します。

●河川の維持管理に関する「目標、実施に関する事項」
の内容の充実
「安全・安心が持続可能な河川管理のあり方について

（H18.7）」等の施策を踏まえ、記載内容を充実します。

●河川環境に関する「目標、実施に関する事項」の内容の充実
「水源地域ビジョン策定要項（H13.4）」、「多自然川づくり基本指

針（H18.10）」、「かわまちづくり支援制度（H21.5）」等の施策、地域
づくりと連携し環境整備を行っていること等を踏まえ、記載内容を
充実します。
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南陽防災拠点

図 堤防質的整備の概念図

図 危機管理型ハード対策
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③その他の事項の見直し

●統計データ等の時点更新
現在の最上川水系河川整備計画に記載している統計データ等の時点修正をします。
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